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重要なビッグデータ 

 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 

追加的な記録（件） 17667 未公布 13087 11488 9200 8844 

知的財産権保護措置 

を講じた回数 
8.4万回 6.53万回 5.56万回 4.97万回 2.25万回以上 1.95万回以上 

実際に差し押さえられた貨物の 

数量とロット 

7.92万ロット 

7180.28万件 

6.19万ロット 

5618.19万件 

5.16万ロット 

4678.94万件 

4.72万ロット 

2480.02万件 

1.91万ロット以上 

4094万件 

1.74万ロット以上 

4200万件 

輸出中に差し押さえられた権利 

侵害容疑貨物のロットと割合 

7.86万ロット 

99.24% 

6.13万ロット 

99.03% 

5.11万ロット 

99.03% 

2439.13万件 

99.48% 
未統計 

1.68万ロット以上 

96.20% 

商標権侵害に関する差し押 

さえ数量及び割合､ロット 

7.89万ロット 

6804.63万件 

6.16万ロット 

99.52% 

5582.85万件 

5.08万ロット 

98.40% 

4649.25万件 

99.36% 

2398.19万件以上 

96.70% 

4031.93万件 

98.48% 

4145.64万件 

98.56% 

特許権に関する差し押さえ貨物 293.33万件 8.9万件 118ロット 未公布 32.67万件 53.86万件 

著作権に関する差し押さえ貨物 81.47万件 26.06万件 未公布 未公布 29.65万件 5.72万件 

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾏｰｸに関する差 

し押さえ貨物 
8380件 3003件     
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商標法における指示的使用の実践と問題 
 

 

 

 

四、正規品の転売と指示的使用 

 

正規品の転売過程において商品及び包装情報がいずれも変化しない場合、

従来の所謂並行輸入行為と同様に、商標権の消尽、又は混同が発生しないとい

う理由が存在するため、侵害行為に該当すると考えられず、これに対して、理

論及び実践においていずれもあまり大きな議論がない。議論されているのは、

商品が変化しないが、包装又は包装上の情報が変化した状況、或いは転売過程

において関連公衆を販売業者と商標権者との間にある特定の関連が存在すると

誤認させる可能性がある状況である。 

 

まず、再包装について説明する。再包装が近年注目されている理由は、中

国の市場経済及び対外貿易の発展と密接に関連する。市場経済は、経営の多様

化－多様化の商品、多様化の規格、多様化のマーケティングモードを体現し、

一部の消費者の需要が商品の直接提供者から満足できない場合、経営者が該分

野に入って需要の不足部分を補いかつそれに基づいて自分の利益を実現するこ

とになる。商品の再包装は、典型的な多様化マーケティングモードであり、卸

売業者は、大規格の商品を、使用し携帯しやすい小規格の商品に小分けして、

商品自体が変化しない場合に元の商品提供者の商標を使用することは、販売促

進により有利であるが、商標権者によって侵害と告発されるリスクにも直面し

ている。 

 

再包装が商標権を侵害するか否かについての問題は、１９２４年に米国連

邦最高裁判所により審理した「Ｃｏｔｙ」事件に現れた。該事件の原告のＣｏ

ｔｙは、化粧粉と香水上の登録商標「Ｃｏｔｙ」と「Ｌ‘Ｏｒｉｇａｎ」の権

利者であり、被告のＰｒｅｓｔｏｎｅｔｔｅｓは、原告から化粧粉を購入した

後にプレスして接着剤を添加してブロック状に製造して鉄ボックスに入れて再

販売し、香水を購入した後にバイアルに小分けして包装して再販売し、再販売

の過程において原告の上記登録商標を使用し、原告によって侵害訴訟を提起さ

れた。連邦地方裁判所の判決は以下のとおりである。被告は、「Ｃｏｔｙ」商標
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を使用することができるが、商品がＣｏｔｙによって製造されるが、Ｃｏｔｙ

と関係のない被告によって独立して小分けして包装する説明を表記する必要が

ある。第二巡回区控訴裁判所の判決は以下のとおりである。被告は、改めて小

分けして包装された商品にＣｏｔｙ商標を使用することができない。連邦最高

裁判所は、第二巡回区控訴裁判所の判決を取り下げ、地方裁判所の判決をサポ

ートした。ホームズ裁判官は、該事件の判決において以下を指摘した。「１つの

標識が公衆を欺かなかった場合、該言葉で真理を表現することを阻止すること

に何の神聖性があるのか分からない。商標はタブーではない」（Ｗｈｅｎ ｔｈ

ｅ ｍａｒｋ ｉｓ ｕｓｅｄ ｉｎ ａ ｗａｙ ｔｈａｔ ｄｏｅｓ ｎ

ｏｔ ｄｅｃｅｉｖｅ ｔｈｅ ｐｕｂｌｉｃ， ｗｅ ｓｅｅ ｎｏ ｓｕ

ｃｈ ｓａｎｃｔｉｔｙ ｉｎ ｔｈｅ ｗｏｒｄ ａｓ ｔｏ ｐｒｅｖｅ

ｎｔ ｉｔｓ ｂｅｉｎｇ ｕｓｅｄ ｔｏ ｔｅｌｌ ｔｈｅ ｔｒｕｔ

ｈ． Ｉｔ ｉｓ ｎｏｔ ｔａｂｏｏ．）1 

 

中国の商標訴訟における再包装問題に対して、２つの異なる態度が存在す

る。 

 

第１の態度は、混同のおそれを招くのに不十分であれば、侵害を構成しな

いと認定できることである。「中華牌」鉛筆の商標権侵害シリーズ事件におい

て、商標権者の老鳳祥公司は、４本入りの中華牌鉛筆を生産して販売し、その

後に１０本入りに変更した。老鳳祥公司が包装数量を変更した後、ある販売業

者は、商標権者によりばら積みされた鉛筆商品を購入した後に依然として元の

４本入りの形式に応じて小分けして包装し、かつ小分けして包装された包装に

原告の商標を使用し、背面に小分け包装を行う者の情報を表記し、その後に江

蘇省内のスーパーマーケットに提供して販売する。これにより、商標権者は、

侵害でスーパーマーケットを起訴した。江蘇省の各級法院は、いずれもスーパ

ーマーケットの販売が侵害を構成しないと判決した。第一審法院の判決は以下

のとおりである。被疑侵害の鉛筆自体は、正規品であり、包装には老鳳祥公司

の登録商標と同じの標識が使用されており、該商品の実メーカーを明確に表記

しており、商品の出所を説明するのに十分である。被告がその販売されている

商品の中で該商品情報を指示し説明するために老鳳祥公司の登録商標を使用す

ることは、関連公衆の混同を招くことなく、商標の合法的権益の損害も存在せ

ず、登録商標に対する合理的な指示的使用であり、侵害を構成しない。第二審

法院は、被告の行為が侵害を構成しない結論を認めたが、被告が被疑侵害商品

                                                             
1 Ｐｒｅｓｔｏｎｅｔｔｅｓ，Ｉｎｃ．ｖ．Ｃｏｔｙ，２６４ Ｕ．Ｓ．３５９（１９２４）． 
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を販売することが消費者を商品の出所に対して混同させて誤認させるのに十分

ではないという理由を与えており、また、被告の販売行為が商標の合理的な指

示的使用であるか否かについての問題が本事件で該行為が侵害とならないか否

かの認定に影響を与えないと判決したため、これについては評価しなかった。
2 

 

第２の態度は、混同を招くのに不十分であっても、商標価値に対する商標

権者の投入を損害し、商標の名声を損害することも侵害を構成することである

。「不二家」商標権侵害事件では、原告の不二家公司は、被告の銭海良が販売

する規格２５８ｇの鉄ボックス入り、１３８ｇの鉄ボックス入り、１００ｇの

紙ボックス入りの不二家のキャンディが本社の「不二家」などの登録商標専用

権を侵害すると主張した。銭海良は、その販売する該３種類の規格のキャンデ

ィがいずれも不二家公司からのものであり、外装を交換するだけであり、交換

された外装に表記された不二家公司の商標が商品出所を指示するためであり、

関連商標の価値を損害することがなく、商標権侵害を構成しないと主張した。

不二家公司は、銭海良が販売する該３種類の規格の製品内のキャンディ自体が

確かに不二家公司からのものであるが、該３種類の包装の製品を生産していな

いことを確認した。法院の判決は以下のとおりである。商標は、商品出所を識

別する基本的な機能を有し、品質保障、信用維持などの派生機能も有する。商

標の機能は、商標が存在する基礎であり、商標に対する侵害がその機能を損害

するのに十分である場合、市場混同の結果をもたらすか否かにかかわらず、い

ずれも商標権侵害行為を構成することを直接認定することができる。銭海良が

小分けして包装し、販売する３種類の規格の製品内のキャンディ自体は、不二

家公司からのものであり、かつ使用する３種類の規格の外装にも不二家公司の

商標と同じであるか又は近い標識が付着され、関連公衆の角度から見ると、商

品出所の混同の直接的な結果が生じておらず、しかし、商品の外装は、商品を

保護し積載する基本的な機能を発揮する以外に、商品を美化し、商品を宣伝し

、商品価値を向上させるなどの重要な機能をさらに発揮しており、これに対し

て、銭海良は、不二家公司の許可を得ずに不二家公司の商品を勝手に異なる包

装ボックスに小分けして包装し、かつ該包装ボックスが不二家公司の包装ボッ

クスに対する要求と明らかな違いがあり、銭海良の小分け包装行為は、商品を

美化し、商品価値を向上させる作用を達成できないだけでなく、逆に関連商標

に対する関連公衆の商品信用を低下させて、関連商標の信用維持機能を損害し 

 
                                                             
2 江蘇省南京市鼓楼区人民法院（２０１３）鼓知民初字第２４７号民事判決書と江蘇省南京市中級人民法

院（２０１４）寧知民終字第２０号民事判決書。 

、 
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商標法第５７条第（７）項に規定する「他者の登録商標の専用権にその他の損

害を与える行為」に該当し、商標権侵害を構成する。3 

 

次に、商品包装上の商標又はその他の情報の添削について説明する。対外

貿易の発展により中国国内での国／海外の商品の購入が容易になり、特にイン

ターネットが普及しており、その国境のない性質により商品輸入及び海外のサ

イトで買い物することも非常に簡便になり、商標権者が商標販売エリアを制御

する意図の実現も困難になってきている。商品輸入過程において情報表記の問

題により、認可された輸入代理業者との衝突も激化している。中国の異なる法

院は、輸入後の商品包装情報の添削問題を処理する場合、同じ原則を採用して

いるが、異なる考えがあるため、異なる審判結果の出現を招く。 

 

「エッティンガー」商標権侵害事件では、Ｏｅｔｔｉｎｇｅｒは、ドイツ

の有名なビールブランドであり、その中国語名が一般に「奧丁格」と呼ばれる

。２０１０年３月、中国人の兪氏は、第３２類ビール、麦芽ビールなどの商品

に関して「奥丁格（エッティンガー）」商標の登録の許可を得て、原告の永盛泰

公司の使用を許可した。永盛泰公司もエッティンガー国際酒造会社（Ｏｅｔｔ

ｉｎｇｅｒ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ＧｍｂＨ）の中国大陸における唯

一の認可された輸入販売代理店である。永盛泰公司が中国国内でエッティンガ

ー国際酒造会社の商品を宣伝する際に使用した該ビールの品名は、いずれも「

奥丁格啤酒（エッティンガービール）」である。被告の瑞昇公司は、オランダか

らエッティンガー国際酒造会社製ビールを１８７２箱輸入し、ビール品名がＯ

ｅｔｔｉｎｇｅｒ Ｈｅｆｅ ＷＥＩＳＳＢＥＥＲである。瑞昇公司は、ビー

ルの裏に製品情報に関する中国語ラベルを貼り付け、商品名を「奥丁格啤酒」

と明記した。第一審法院の判決は以下のとおりである。被疑侵害商品における

「奥丁格」の中国語商標は、中国語ラベルのみに現れ、かつ該中国語ラベルは

、製品の外装の小さな一部のみを占めるとともに、「原産国ドイツ、生産者の

エッティンガーブルーウェイ酒造有限公司、輸入販売代理店の莆田市瑞昇貿易

発展有限公司」などの内容を表記している。したがって、関連公衆は、該ビー

ルを購入する場合、商品出所についてドイツ輸入のビールと直接判断し、混同

、誤認が生じない。中国語ラベルを貼り付けて商品名、原産地、中国国内販売

代理店などの情報を表記する行為は、必要な行為、合法的な行為に該当する。 

 

                                                             
3 浙江省杭州市余杭区人民法院（２０１５）杭余知初字第４１６号民事判決書。成文娟、張書青：商標品

質保証機能への破壊が商標権侵害を構成する－「不二家事件」の判決前判決後の思考、『電子知的財産権

』、２０１６年第６期。 
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第二審法院の判決は以下のとおりである。瑞昇公司は、『食品安全法』及び 

『製品品質法』の関連規定に基づいて、その輸入したビール製品に中国語ラベ

ルを貼り付ける行為自体に不適切ではない。しかし、貼り付けた中国語ラベル

に「奥丁格」文字を使用することは、合理的な理由に欠けており、依然として

兪氏の「奥丁格」の中国語商標専用権への侵害を構成する。瑞昇公司と永盛泰

公司が輸入したビール製品は、いずれも「ＯＥＴＴＩＮＧＥＲ」の英語商標を

使用しており、生産メーカーと産地も同じであり、ビールの品質も同じである

が、瑞昇公司がその製品に「奥丁格」の中国語標識を不適切に使用しているた

め、消費者を該製品が永盛泰公司からのものであるか、又は永盛泰公司との間

に関連関係があることに対して誤認させやすい。永盛泰公司が現在エッティン

ガービールの中国大陸地区における唯一の認可された販売代理店であることを

考慮すると、消費者のこのような認識上の誤差は、必然的に消費選択上のミス

リードを招き、これは、客観的に明らかに兪氏と永盛泰公司のあるべき市場シ

ェアを占め、兪氏と永盛泰公司の利益を損害し、兪氏の「奥丁格」の中国語商

標に対する侵害を構成する。4 

 

「アブソルート」商標権侵害事件では、原告のアブソルート会社は、世界

的に有名なブランドとしてのアブソルートウオッカのメーカーであり、中国で

「絶対」「ＡＢＳＯＬＵＴ」などの商標が登録されている。原告のペルノリカー

ル会社は、アブソルートウオッカの中国国内での独占的に認可された輸入業者

と販売代理店である。被告の隆鑫源公司は、その販売したアブソルートウオッ

カ元製品の裏ラベルに「絶対」という中国語商標を貼り付け、かつ該製品上の

元の製品品質識別コード（ｌｏｔ ｃｏｄｅ、製品識別コードと略称する）を

削除した。法院の判決は以下のとおりである。商標登録者及び使用許可者が該

商標が表記された商品を市場に投入した後、製品自体は、登録商標、包装装飾

などの様々な要素と密接に関連し、商標権者の信用と専属の対応関係を形成し

ている。商標又は商品のどの要素を変更しても商品の違いを招く可能性があり

、このような違いがある程度に達した場合に、消費者の混同を招き、商標によ

り表された商標権者の主体身分及び商品特徴の機能を損害する可能性がある。

隆鑫源公司が販売した被疑侵害商品に不透明な白い中国語ラベルが勝手に貼り

付けられ、中国語ラベルの文字、色がすいずれも瓶体の商標、装飾とマッチン

グせず、元の商品の完全性と美観感覚を破壊し、消費者が商品の生産、販売源

に対して合理的な疑いを生じることを招くのに十分であるため、商標権者に対 

 
                                                             
4 福建省泉州市中級人民法院（２０１３）泉民初字第３７８号民事判決書、福建省高級人民法院（２０１

４）閩民終字第９１４号民事判決書。 
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する認知度と信頼度を低下させ、商標権者の利益を損害した。関連「アブソル

ート」ウオッカの元製品の識別コードは、該商品の特定情報を表す標識であり

、生産日、生産ロット、製品生産地、販売地などの情報を含み、商品のもう１

つの標識として該商品と一体化されており、このような商品の完全性を構成し

ている。この場合、経営者は、製品識別コードを削除すると、主観的には商品

出所を隠す悪意があり、客観的には商品の完全性を破壊して商品のキー情報を

紛失させるだけでなく、実質的に消費者と商標権者に以下の二重の損害を与え

る。第一に、商標の識別機能に影響を与え、商品出所と製品情報に対する消費

者の知る権利を侵害して、消費者が実際の商品出所と販売ルートに対して疑惑

、誤認或いは混同を生じる。第二に、商標権者の製品品質に対する追跡管理を

妨害し、商標権者が製品の品質を制御する権利を妨害して、商標権者の商標権

益を損害させる。したがって、コード削除行為も商標権侵害を構成する。5 

 

「ミシュラン」商標権侵害事件では、被告は、正規品のミシュランタイヤ

の速度等級パラメータを修正する方式により、タイヤの元の低等級ラベルを高

等級ラベルに修正する「タイヤ改造」行為を実施した。法院の判決は以下のと

おりである。該行為は、商標登録者、登録商標と商品との真のつながりを破壊

し、関連公衆に該タイヤを商標登録者により生産された高等級ラベルのタイヤ

と誤って認識させ、消費者に製品の出所を混同させるとともに、商標登録者の

                                                             
5 江蘇省蘇州市中級人民法院（２０１３）蘇中知民初字第０１７５号民事判決書。本事件の状況とほぼ同

じであるのは、湖南省長沙市中級人民法院が審理した「百齢壇」の中国語商標を貼り付け、識別コードを

削除した事件である。２つの事件の違いは以下のとおりである。（１）中国語ラベルを貼り付ける行為に

対して、江蘇省蘇州市中級人民法院は、２００１年商標法第５２条第（１）項、第（２）項及び第（５）

項を適用したが、湖南省長沙市中級人民法院は、２０１３年商標法第５７条（７）項を適用し、第（２）

項を明確に排除した。（２）中国語ラベルを貼り付ける行為が侵害を構成すると認定された理由は異なり

、江蘇省蘇州市中級人民法院は、並行輸入品の精神状況の破壊を構成していると判決しており、これに対

して湖南省長沙市中級人民法院は、商標権者が中国語商標を使用しない権利を侵害すると判決している。

湖南省長沙市中級人民法院（２０１６）湘０１民初１４６３号民事判決書の相応内容は、以下のとおりで

ある。同じ商標権者が同類の商品にその所有する異なる商標をそれぞれマークするか又は組み合わせてマ

ークすることは、往々にして商品の品質、生産、販売源、製品提供者などで違いがある可能性があること

を意味する。すなわち、商標権者は、自分の需要に応じて商品又は市場を細分化することができる。商標

権者がある商標を商品にマークして該商品を市場に投入した後、該商品は、該商標、商品装飾などの様々

な要素と密接に関連し、商標権者の信用と専属の対応関係を形成している。該商標をマークした商品は、

信頼できる同じ製品品質、製品生産又は販売源などを有する。被告が貼り付けられた中国語ラベルに商標

権者の中国語商標を使用することは、「百齢壇」商標と原告商品との対応関係を破壊していない。しかし

、原告は、具体的な商品にどの商標を使用するか、及び商標をどのように使用するかを決定する権利があ

ることは明らかである。商標の使用も原告の経営戦略であり、他人が無認可で商標的に使用することはで

きない。したがって、商標権者の許可及び認可を取得していない場合には、同類の製品に原告の中国語商

標「百齢壇」を含む中国語ラベルを使用することは、商標権者の意思に反する使用行為に該当する。関連

商品自体の標識から分かるように、商標権者は、関連商品発売国では該商品に「百齢壇」商標を使用する

意思がなく、経営者にも該商標を使用する合法的で合理的な理由がない。したがって、関連商品の中国語

ラベルに「百齢壇」という文字を使用する行為は、商標権者の商標不使用に関する権益を客観的に損害し

、商標法第５７条第（７）項に規定する他者の登録商標の専用権にその他の損害を与える行為に該当し、

商標権侵害を構成すると認定した。 
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製品品質保証に対する信用を損害し、商標権侵害を構成する。6もう１つの「ミ

シュラン」商標権侵害事件では、被告が輸入したミシュランタイヤは、正規品

であるが、中国で指定された認証機関で強制３Ｃ認証を行っていない製品であ

る。法院の判決は以下のとおりである。該製品は、商標登録者の許可と国家の

品質認証を経ずに中国国内で販売されており、このような製品の中国国内での

販売は、すでに違法であり、かつ性能と安全上の危険性が存在する可能性があ

り、原告の商標が商品の品質と商品提供者の信用を保証する作用を破壊し、原

告の登録商標専用権に対してすでに実際の損害をもたらし、商標権侵害を構成

している。7 

 

さらに、転売商品に関する宣伝における商標権者からの商標への使用に関

する論争について説明する。通常、商品を販売する必要のために商標を使用す

ることは商標権への侵害を構成しないと考えられる。例えば「ニッポン」商標

権侵害事件では、原告のニッポン会社は、「ニッポン」などの商標の登録者で

あり、被告の展進公司は、ニッポン、デュラックス、ヘンケル、リーバイス、

華潤、森戈などの多ブランドのペンキを販売するネットショップに「ニッポン

ネットワーク旗艦店」という表現を使用している。法院の判決は以下のとおり

である。「ニッポンネットワーク旗艦店」という表現は、他の画像とともにス

クロール表示されており、ページ全体の突出表示部分を構成しておらず、該ネ

ットショップも淘宝網で定義されているネットワーク旗艦店に属さない。被告

がニッポン関連画像を使用する方式又はウェブページレイアウトを参照すると

、関連公衆は、通常、該商標が販売している商品の広告を伝達しており、経営

者の商号、商標又は経営スタイルを伝達しないと考え、該行為は、商標の指示

的使用であり、商標権侵害を構成しない。8 

 

最後に、商品自体の変更について説明する。ここでいう変更は、以下の２

つの場合を除外すべきである。第一に、商標登録者がその商品の異なる等級に

基づいて異なる商標で区別する場合、販売業者が低等級の商品の商標を除去し

て高等級の商品の商標に交換することは、商標法第５７第（５）項の侵害行為

に該当し、すでに議論がない。9第二に、商標登録者の商品を除去してその商

                                                             
6 湖南省長沙市中級人民法院（２００９）長中民三初字第００７２号民事判決書。 
7 湖南省長沙市中級人民法院（２００９）長中民三初字第００７３号民事判決書。 
8 上海市徐匯区人民法院（２０１１）徐民三（知）初字第１３８号民事判決書。 
9 北京市高級人民法院『商標民事紛争事件の審理に関する若干の問題の解答』（２００６年３月７日京高法

発［２００６］６８号）：２５、権利者の１種の商品上の登録商標を除去し、同一の権利者の別の商品の

別の登録商標に交換してから該商品を販売することは、商標権侵害を構成するか否か？権利者の１種の商

品上の登録商標を除去し、同一の権利者の別の商品の別の登録商標に交換してから該商品を販売すること

は、商標法第５２条第（４）項に規定する「商標登録者の同意を得ず、その登録商標を交換し、かつ該商
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標付きの包装のみを保留し、該包装に自分の商品を入れて販売して関連公衆の

混同をもたらす場合、侵害を構成することも大きな論争がない。10 

 

以上の２つの場合を除いた商品自体の変更は、基本的には、正規品に対す

る加工と、改装及び中古品のリフォームという２つの形式のみがある。「ポル

シェ」商標権侵害事件で、ポルシェの自動車改装サービスを提供した被告は、

サービス提供過程において「デラックスポルシェ」などの文字を使用しており

、法院は、該行為が自動車商品として馳名の「ポルシェ」商標の権益を侵害す

ると判決した。11「ＺＩＰＰＯ」商標権侵害事件では、被告は、「ＺＩＰＰＯ」

ライターを加工し、該ライターに本来存在しない模様、装飾を持たせ、ライタ

ー全体の外観を大きく変更し、変更情報を付加しないか又は明確な異なる標示

がない一方、「ＺＩＰＰＯ」商標登録者も彫刻模様を有するライターを販売し

、法院は、両者が包装装飾と偽造防止標識などで近似しており、加工後のライ

ターが依然として「ＺＩＰＰＯ」商標登録者に属していると消費者を誤認させ

、混同させると判決した。12中古品のリフォームについては、一般的に「タイヤ

改造」行為と同様に消費者への詐欺に該当するか、又は出所混同をもたらしや

すく、侵害を構成することが認定される。13 

 

 

五、小括 

 

指示的使用の性質については、以下のようにまとめることができる。第一

に、指示的使用は、商標的使用行為であり、これは、以上の様々なタイプの指

示的使用事件で集中的に議論されているコア問題が、関連公衆が混同するか否

か、さらに指示的使用の判断要素と混同のおそれの判断要素との代替関係であ

り、商標的使用でなければ混同のおそれの判断には基礎がないからである。被

疑侵害者は、指示的使用が商標的使用ではないため侵害を構成しないと抗弁す

るが、その理由である他人の商標を使用する目的が、商品出所を示すのではな

く、自分の商品用途を説明するためであることに論理断層が存在し、被疑侵害

                                                                                                                                                                     
標を交換した商品を市場に再投入する」行為に該当し、商標権侵害を構成すると認定すべきである。 
10 バドワイザー（中国）販売有限公司が浙江喜盈門ビール有限公司、撫州喜盈門ビール有限公司、黒竜江

北国ビール集団有限公司、浙江藍堡投資有限公司の商標権侵害及び不正競争を訴えた事件、最高人民法院

（２０１４）民申字第１１８２号民事裁決書。 
11 北京市高級人民法院（２００８）高民終字第３２６号民事判決書。 
12 広東省広州市中級人民法院（２０１２）穂中法知民初字第５４号民事判決書。 
13 広東省深セン市中級人民法院（２００７）深中法民三初字第４２１号民事判決書は、『知的財産権』２

０１４年第１期に載せた祝建軍の『商標権侵害の判定が「商標的使用」の成立を前提とする－アップル社

商標事件による思考』を引用した。 
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者は、まず他人の商標で他人の商品の出所を標示することであり、その意味で

商標的使用であるが、この使用行為の最終目的は、商標権者の商品に対する自

分の商品の用途を説明することである。例えば「本カートリッジは、ＥＰＳＯ

Ｎのある型番のプリンタに適用される」における「ＥＰＳＯＮ」は、すでに商

品出所を表す商標であり、ただ文章全体は、関連公衆にカートリッジがＥＰＳ

ＯＮからのものと思わせないだけである。並行輸入の権利の消尽と正規品の転

売の紛争では、商標権者の商標を使用して商標権者の商品を販売することは、

より明らかであり、非商標的使用の可能性はない。第二に、指示的使用を構成

して侵害とならないを判断するキーポイントは、使用者の好意ではなく、又は

好意がまず考慮しようとする要素ではない。ほとんど全ての主観的な意図は、

いずれも確定できず、客観的な行為で逆推論することしかできず、客観的な行

為が十分に明らかである場合、主観的な意図は結論説得力を強化する１つの補

助要素に過ぎない。客観的な行為について、指示的使用の判断において使用行

為が必要かつ合理的な限度内にあることである。必要かつ合理的については、

すなわち他人の商標を使用しないと説明の目的を実現することができないこと

は、①このような使用が、誠実信用の商業慣例に合致するか否か、②他人の商

標を突出して使用し、自分の商標を弱化するか否か、③他人の商標の近傍に目

立つ説明的文字を付加することにより関連公衆に混同させないか否かという面

から考慮されている。上記のように考慮したところ、必要かつ合理的な限度内

の使用であると認定する場合、主観的な意図にかかわらず、侵害を構成しない

指示的使用がいずれも成立できる。第三に、行為自体が必要かつ合理的な限度

内にあれば、その結果は、混同のおそれを引き起こさないことであるはずであ

るが、法律規範理論から言えば、行為表現及び評価結果があって初めて適用可

能であるが完全性のある法条を構成することができるので、この意味から言え

ば、指示的使用は、必要かつ合理的な限度内で他人の商標を使用する行為であ

り、該行為は、結果として関連公衆の混同のおそれの結果を引き起こさないか

らこそ、指示的使用を構成するか否かを判断する全ての条件を構成することが

できる。以上の理由に基づいて、混同のおそれを構成しないことは、指示的使

用の構成要素の１つである。混同不可能が否定的な事実であり、証拠を挙げて

証明することができないが、混同のおそれが事実に基づいて法律上に判断され

ることであるため、商標権者の主張、証拠及び被疑侵害者の抗弁に基づいて、

混同を引き起こすのに十分であるか否かを判断することにより、指示的使用に

ついての抗弁をサポートするか否かを決定することができる。 
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権利の消尽と指示的使用について、中国の大部分の事件の審判において商

標が発揮できる機能の境界が注意され、品質保証機能及び信用維持機能の両方

は、いずれも商標法が規制する範囲内にある。「同一の本体」「同一の品質」「

同一の商標」が変更しないことを確保する場合、権利の消尽／並行輸入及び混

同を引き起こさない理由により、通常、侵害を構成しないと認定され、これに

対して基本的に共通認識がある。 

 

正規品の転売と指示的使用について説明する。正規品の転売過程に現れた

再包装、中国語の商標付きのラベルの貼り付けなどの行為に対して、現在の商

標法理論に基づいて依然として議論があり、これに対する簡単な分析は以下の

とおりである。 

 

まず、再包装された商品に対して、商標法上の関連公衆の認知に基づき、

関連公衆は、商標自体の印象が必ずしも明らかではない場合に、包装が商標権

者に属しないことを識別できるか、そして包装の粗さが既に商標権者の商品品

質又は名声を損害したと考えられるか否か？このような認定は、商業的識別権

としての商標権の範囲を超えて、該商標権を財産権と見なすか否かであり、厳

密な財産権保護だけで他人の未許可の変更を阻止することができるからである

。また、再包装過程において、下請け業者の身分を明示し、関連公衆が下請け

業者と商標権者との間に特定の関係があることを誤認することもなく再包装に

より商品品質が異なると考えられることもない場合、侵害を認定しないことは

、商標法原理により合致する選択である。 

 

次に、中国語の商標付きのラベルを貼り付ける行為について説明する。厳

密な並行輸入の構成要素から分析すると、許可を得ずに、同一の商標権者が輸

出国に登録していないが輸入国のみに登録している中国語の商標を貼り付ける

ことは、当然、並行輸入に該当せず、侵害を構成すると認定すべきである。し

かし、これは、回避しやすくことであり、中国語の商標を貼り付けなければよ

く、輸入業者が他の法律の強制的な要求に応じてラベルを貼り付けることは、

阻止できないことである可能性がある。最高人民法院公報に載せられたか又は

典型的な事件として評価された事件から見ると、いずれも並行輸入行為が侵害

を構成しないと認定し、合理的な使用範囲を超えて関連公衆を並行輸入品の販

売業者と商標権者との間に特定の関連が存在すると誤認させても不正競争を構

成すると認定する。例えば、「アベンヌ」の商標権侵害及び不正競争事件では

、被告の慧吉公司がそのサイトに原告のピエールファーブル社の「アベンヌ」

鐘
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ブランドの正規品を販売した行為は、法院によって商標権侵害を構成しないと

認定されたが、そのサイトに「アベンヌ中国公式サイト」、「アベンヌ中国商

城」、「アベンヌ公式サイト中国語」などの文字を使用し、かつサイトのトッ

プページ及び他のページに単独で「アベンヌ」シリーズの商標を突出して使用

し、さらにピエールファーブル社の公式サイトの部分と同じ商品の画像、文字

紹介を使用することにより、アベンヌシリーズのスキンケア商品を売り込むこ

とは、法院によって誠実信用の原則に反し、不正競争を構成すると認定された

。14「ヴィクトリアズ・シークレット」商標侵害及び不正競争事件では、被告の

錦天公司は、原告のヴィクトリアズ・シークレット会社の親会社から正規商品

を購入した後、卸売り方式で複数の小売業者に販売し、原告登録業者の商品吊

札、ハンガー、包装袋、パンフレットを使用した。法院の判決は以下のとおり

である。このような使用は、販売行為の一部であり、関連公衆を商品出所に対

して混同、誤認させることがなく、商標権侵害を構成しない。しかし、被告が

それが「米国トップレベルの下着ブランドとしてのヴィクトリアズ・シークレ

ットの唯一の指定総販売代理店」であると宣言すると、関連公衆を被告と原告

に認可、許可関係があると誤認させて、不正な競争優位を得るため、これも原

告の今後の中国国内でのビジネス活動に影響を与え、原告の利益を損害し、虚

偽宣伝の不正競争行為を構成した。15 

 

最後に、さらに考慮する必要があることは、並行輸入の認可された輸入業

者が市場を開拓するために行われた努力である。認可された輸入業者が商品を

売り込むために投入した宣伝広告などは、基本的にその商品販売の利潤で補う

ことができ、しかし、並行輸入業者が既に輸入国で確立された信用を利用して

同じ商品を輸入して販売している場合、他人が努力して確立した信用を不当に

利用して自分の販売目的を実現する一方で、その輸入行為が認可された輸入業

者の販売量の減少を招き、それに応じた利益の減少を招き、このような不当な

利益又は損失が、並行輸入行為が侵害を構成しないことを前提に、サポートさ

れる余地があるか否かは、研究の価値がある。 

 

 

 

 

 

 
                                                             
14 湖南省長沙市中級人民法院（２０１５）長中民五初字第２８０号民事判決書。 
15 上海市第二中級人民法院（２０１２）沪二中民五（知）初字第８６号民事判決書。 
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2002年から 2016年にかけて、北京市高級人民法院知財権庭裁判官、審

判長、第一調査組長を経歴し、北京市政法系統「十百千」人材とも選出

されたことがある。中国知識産権法律学研究会理事と、中華商標協会中

国企業商標鑑定センーターのコンサルティング専門家も兼任している。 

裁判官として知財権に関する民事と行政訴訟を 3000件余り審理したこ

とがある。2010年度、2011年度、2014年度、2015年度中国裁判所 10

大知財権案件、2014年度中国裁判所 50件の典型案件に選ばれた案件な

どを担当した。 
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１１月２９日に、最高人民法院域外法究明プラットフォームのオンラインは、中国全

国法院域外法究明統一プラットフォームが正式に確立され、中国の渉外法律の適用実践が

ここから新しい段階に入ることを示す。しかし、渉外知的財産権民事事件の準拠法の適用

問題に対して、中国の司法実践において長期に「懸案となっていて未解決のままである」

状態にある。その原因を考察すると、一方では『渉外民事関係法律適用法』の第７章にお

ける「知的財産権」に関する法律適用条項については、誕生から論争が絶えず、特にその

うちの第４８条と第５０条の法律規定が相対的に粗くて曖昧であり、具体的な事件に適用

される時に一定の不確実性をもたらし、司法審判に大きな困難をもたらす。他方では実践

においてこの問題への注目が不十分である。大部分の渉外知的財産権民事事件において、

当事者は黙示方式で法院所在地の法律（中国法）に直接的に基づいて訴訟を行うことが多

く、多くの法院も中国法を直接的に適用して事件を審理する。一部の法院は渉外法律の適

用問題を意識して審判文書において説明しても、常に言葉足らずで意を尽くさない。少数

の事件において裁判官はこれを専門的に説明するが、関連する法理説明は、常に完全に納

得することができない。さらに、外国法の究明及び適用にも一定の難度が存在し、当事者

であれ法院であれ、この問題を意識しても、回避することが多い。 

 

しかし、現在、渉外知的財産権民事事件は、年々増加し、かつますます激しくなり、

係る域外準拠法の適用問題は、必然的に徐々に顕著になる16。このために、本文は、主に

『渉外民事関係法律適用法』の第４８条及び第５０条を出発点とし、重要な概念を展開し

て分析し、解決方案を提供することを試み、かつ中国の関連する典型的な事件を参照して

評論する。 

 

『渉外民事関係法律適用法』第４８条には、知的財産権の帰属及び内容については、

保護が請求された地の法を適用すると規定されている。 

 

 

                                                             
16 米国、欧州連合、日本などは、渉外知的財産権民事事件を処理する場合、一般的に法律の適用問題を前提問題として

詳細に説明する。 

渉外知的財産権民事事件の準拠法の適用問題を

無視すべきではない 

 唐旌元 
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『渉外民事関係法律適用法』第５０条には、知的財産権の侵害責任は、保護が請求さ

れた地の法を適用し、当事者は、侵害行為発生後、合意により法院所在地の法律を選択す

ることもできると規定されている。 

 

 

一、「保護が請求された地」とは何か 

 

「保護が請求された地の法」は、『渉外民事関係法律適用法』における第４８条及び第

５０条を貫いており、その意味を正確に理解することが関連法条を正確に適用する基礎で

ある。しかし、「保護が請求された地」は、あまり明確ではない表現であり、「保護が請求

された地」としての国は、当事者がそのエリア内の司法、法執行機関に保護請求を提案す

る国（例えば、法院所在地、商工機関所在地、税関所在地など）を指す可能性があり、保

護提供が請求された国（例えば、権利発生地、権利付与地、侵害行為地など）としても理

解できる。 

 

「保護が請求された地」という言葉の最初の出所は、『文学的及び美術的著作物の保

護に関するベルヌ条約」における第５条第２項における「ｔｈｅ ｃｏｕｎｔｒｙ ｗｈ

ｅｒｅ ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ ｉｓ ｃｌａｉｍｅｄ」である。文字通り、ここでの「

保護が請求された地」は、上記第１種の理解により近い。しかし、『ベルヌ条約』には衝

突法規範が含まれていないため、その中の「保護が請求された地」が国際私法の意味での

「保護が請求された地」ではないという観点がある17。これに対して、筆者の主張は以下の

とおりである。『ベルヌ条約』における第５条に規定する「内国民待遇原則」は、締約国

が本国の法律に従って他の締約国からの著作物を保護することを要求するだけであるが、

「本国の法律に従って保護する」及び「本国の法律を適用して事件を審理する」という２

つの概念は、同等ではなく、「本国の法律に従って保護する」ことは、本国の著作権実体

法を適用しなければならないことを要求することではなく、本国の衝突法規範に従って他

国法を適用して事件を審理して最終的に保護することも「本国の法律に従って保護する」

ことのあり方である。したがって、『ベルヌ条約』における「保護が請求された地」によ

る『渉外民事関係法律適用法』における「保護が請求された地」への理解は、実質的な参

考価値がない。18 

 

 

 
                                                             
17 公式アカウント「炳叔講知産」に載せた董炳和の『毎週コメント：ベルヌ条約における「保護提供が要求された国」

をどのように理解するか？』。 
18 欧州連合裁判所、米国連邦控訴裁判所及び中国国内外の多くの学者は、いずれも『ベルヌ条約』の内国民待遇原則が

衝突法原則ではなく、文学的及び美術的著作物を保護する準拠法を導くつもりがないことを明確に表明した。『中国国際

私法と比較法年刊（２０１３年第１６巻）』に載せた郭玉軍、樊婧の『中国渉外知的財産権民事事件の法律適用の司法実

践及びその反省』と、『法学研究』に載せた阮開欣の『渉外知的財産権帰属の法律適用』とを参照されたい。 
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一方、現在、国際的には、「保護が請求された地」に関する主流の観点は、「ｃｏｕ

ｎｔｒｙ ｆｏｒ ｗｈｉｃｈ ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ ｉｓ ｃｌａｉｍｅｄ」19であ

り、すなわち当事者が自分の知的財産権の保護を請求している国であり、すなわち当事者

は、自分の知的財産権が該国の法律によって保護されるべきであると考えている。その意

味では、上記第２種の理解により近い。 

 

「渉外民事関係法律適用法」における第５０条には、「保護が請求された地」と「法

院所在地」が並べられているため、体系的解釈の観点から、「保護が請求された地」は、

「法院所在地」と同等ではなく、すなわち保護請求を提出する地と理解できない。実践に

おいて「法院所在地」とは異なるが、知的財産権事件と密接に関連するのは、権利発生地

、権利付与地、侵害行為地などしかあり得ない。したがって、立法者の意図を推測すると

、「保護が請求された地」は保護提供が請求された国である可能性が高い。 

 

鄭成思教授がかつて挙げた一例もある程度で問題を説明することができる。あるドイ

ツ語著作物が中国で著作権の保護期間を過ぎたと仮定し、ある中国出版社は、該ドイツ語

著作物の中国語訳文を出版した後、該中国語訳文をドイツに販売する。しかし、ドイツの

著作権の保護期間が中国より長いため、該ドイツ語著作物はドイツで著作権が依然として

保護される。ドイツ語著作物の著作権者は中国の法院に中国の出版商を起訴し、法院所在

地は、自然に中国であるが、中国が既に該著作物を保護しないため、著作権者がその著作

物保護を請求する国はドイツであり、すなわち保護が請求された地は、ドイツであり、中

国の法院は、ドイツ法を適用して該事件を審理すべきである。20 

 

したがって、本文では、『渉外民事関係法律適用法』における第４８条及び第５０条

における「保護が請求された地」は、保護提供が請求された国、具体的には、権利発生地

、権利付与地、侵害行為地などを指すと考えられる。現実には、保護が請求された地は同

時に複数存在する可能性がある。同時に、知的財産権の異なる権利によって、保護が請求

された地の具体的な指向も異なる。 

 

 

二、「保護が請求された地」の具体的な指向及び選択 

 

知的財産権は、自動発生と非自動発生の２種類に分けられる。著作権などで自動的に

発生する知的財産権については、「保護が請求された地」は、権利発生地を指すべきであ

る。一方、特許、商標などの知的財産権については、その発生には国家法定機関の認可又

                                                             
19 『人民司法』に載せた呉文霊、朱理の『渉外知的財産権関係の法律適用－渉外民事関係法律適用法の第７章を中心と

する』。 
20 鄭成思：『知的財産権論』、北京：法律出版社、２００７年、第３０５ページ。 
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は登録が必要であるため、「保護が請求された地」は、権利付与地であるべきである。ま

た、知的財産権侵害事件については、事件の事実と最も密接に関連するのは一般的に侵害

行為地であり、当事者も常にその権利が侵害行為地の法律保護を受けるべきであると考え

ているため、「保護が請求された地」も侵害行為地であってもよい。 

 

実践において保護が請求された地は、複数である可能性があるため、それらの選択順

序を明らかにする必要がある。また、知的財産権の地域性と独立保護原則に鑑み、本文で

は、知的財産権の帰属、内容、侵害責任に応じて区別し、それぞれ「保護が請求された地

」を選択すべきであると考えられる。 

 

（一）知的財産権が帰属する「保護が請求された地」の選択 

 

知的財産権が帰属する「保護が請求された地」については、著作権に対して権利発生

地を優先的に選択すべきであり、特許、商標に対して権利付与地を優先的に選択すべきで

ある。それは、一般的に、権利発生地（権利付与地）が権利者と最も密接な関係を有し、

権利発生地（権利付与地）の法律に基づく、知的財産権の元の権利の帰属の確定が最も明

確で安定であり、他の国の法律の異なる規定によって変化しないためである。イギリスの

『著作権、意匠、特許法』第１１条には、文芸、演劇、音楽若しくは美術の著作物が、被

雇用者によりその雇用の過程において作成される場合には、反対のいずれの協定にも従う

ことを条件として、その雇用主が、著作物の著作権のいずれもの最初の所有者であると規

定されている。中国の『著作権法』の関連規定によると、自然人が法人或いはその他の組

織にかかる業務上の任務を遂行するために創作した著作物は、特殊な職務著作物を除いて

著作者が著作権を享有している。創作を依頼する場合には、契約に特別な約束がなければ

、受託者が著作権を享有している。イギリスのある会社の被雇用者の職務著作物が中国で

不正にコピーされて発行されたと仮定し、「侵害行為地」すなわち中国を「保護が請求さ

れた地」として選択すれば、中国の著作権法により、該被雇用者は著作権者であるべきで

あり、このように、イギリスの会社が著作権者の身分を失ってしまい、公平を失う。しか

し、「権利発生地」すなわちイギリスを「保護が請求された地」として選択すれば、該著

作物の権利帰属と権利初期状態との一致性が保証され、当事者の予想に適合し、権利関係

が当事者の主観的意思によって転覆されるのではなく、異なる法域のみによって転覆され

ることを回避する。したがって、権利発生地を、知的財産権の帰属を確定する「保護が請

求された地」とすることは、より合理的である。特許、商標については、その権利付与地

は、複数存在する可能性が高く、各権利付与地の法律によって、各権利付与地エリア内の

権利帰属をそれぞれ確定すべきである（例えば、ある会社は、甲、乙、丙という三つの国

で特許権が付与されている場合、甲、乙、丙それぞれの法律によって、それぞれのエリア

における特許権の帰属を確定すべきである）。 
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（二）知的財産権の内容と侵害責任の「保護が請求された地」の選択 

 

知的財産権の内容と侵害責任は、論理的には前後の関係であり、先に権利範囲、有効

期限、権利制限などの内容情報を確立してこそ、さらに侵害責任を追及することができる

。したがって、本文では、知的財産権の内容と侵害責任が適用する法律を一体的に考慮す

べきであると考えられる。知的財産権の内容と侵害責任の「保護が請求された地」につい

ては、侵害行為地を優先的に選択することは、より合理的である。それは、知的財産権が

、地域性があり、私権であるだけでなく、一国の公共政策の産物でもあり、本国の法律の

規定のみによって存在することができるためである。特許及び商標については、『工業所

有権の保護に関するパリ条約』は、「世界特許」及び「世界商標」を創出しておらず、一

国が付与した特許権又は商標権は、他国でも自動的に保護されることを意味するわけでは

なく、他国で保護されるためには、他国で権利付与手続きを再完成しなければならない。

著作権については、『ベルヌ条約』の自動保護原則と内国民待遇原則は、各締約国間で著

作権の地域性をある程度弱めているが、各締約国が本国の法律に従って他の締約国の著作

物を保護することを規定しており、各国では著作権の獲得、内容、侵害責任の規定も異な

る。例えば、ドイツ著作権法には「追及権」が規定されているが、中国著作権法にはこの

権利が認められていない。さらに例えば、中国著作権法には、著作者の経済権利が著作者

の死後５０年まで継続することが規定されているが、欧州連合、米国では、著作者の死後

７０年まで継続することが規定されている。侵害行為地を「保護が請求された地」として

選択することにより、権利内容及び救済と侵害行為地の国家国民が受けた規定との一致性

を確保し、「超国民待遇」の状況を回避することができる。法院所在地が侵害行為地と一

致しない場合に、法院所在地の法院が侵害行為地の法律を適用して他国で発生した侵害行

為を評論することも、本国の知的財産権秩序との衝突を回避することにより、知的財産権

の地域性を最大限考慮することができる21。 

 

知的財産権の帰属と侵害問題に対してそれぞれ異なる準拠法を適用することは、中国

国外でも前例があり、Ｒｕｓｓｉａｎ Ｋｕｒｉｅｒ事件では、米国連邦第二巡回区控訴

裁判所が権利発生地の法律すなわちロシア法で関連著作物の著作権の帰属を確定し、侵害

行為地の法律すなわち米国法で侵害責任22を判定することは、参考価値がある。 

 

 

                                                             
21 鄭成思教授が挙げた例を以下のように少し変える。中国語訳文が中国のみに販売されドイツに販売されていないと、

権利内容を確定し、侵害責任を追及する場合、侵害行為地の法律すなわち中国著作権法を適用して審理すべきである。

該ドイツ語著作物が中国で著作権保護期間を過ぎているため、最後に該ドイツ語著作物は保護されないべきである。権

利発生地の法律すなわちドイツ著作権法を適用して権利内容を確定し、侵害責任を追及すると、ドイツ語著作物の著作

権保護期間が長く、権利項が一致しないなどの「内外を区別して取り扱う」という現象が生じ、本国の知的財産権秩序に

衝撃を与える。 
22 Ｉｔａｒ－Ｔａｓｓ Ｒｕｓｓｉａｎ Ｎｅｗｓ Ａｇｅｎｃｙ ｖ Ｒｕｓｓｉａｎ Ｋｕｒｉｅｒ，Ｉｎｃ．，

１５３ Ｆ．３ｄ（２ｄ Ｃｉｒ １９９８） 
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三、中国の典型的な事件及び評論 

 

前述したように、渉外知的財産権民事事件の審判において、『渉外民事関係法律適用

法』に対する適用効果は、理想的ではなく、関連問題に関しても、多くの法院は、これに

対して何も言及しないか、又は言葉足らずで意を尽くしておらず、これは、中国の知的財

産権の国際司法イメージの向上に不利である。しかし、幸いなことに、現在、一部の法院

は、渉外知的財産権民事事件の法律適用問題を重視し始めており、具体的な審判文書の中

でもすでに専門的に論述されている。 

 

（一）「酔荷」事件 

 

「酔荷」著作権侵害事件では、北京知的財産権法院の判決は以下のとおりである。『

中華人民共和国渉外民事関係法律適用法』第５０条には、知的財産権の侵権責任について

は、保護が請求された地の法を適用し、当事者は、侵権行為発生後に合意により法院所在

地の法律を選択することもできると規定されている。本事件は、著作権侵害紛争であるた

め、保護が請求された地の法を適用できるほか、当事者が侵権行為発生後に合意により法

院所在地の法律を選択することができる．．．本事件では、項維仁は、一審においてその

法律適用の選択を明確に列挙していないが、その起訴状に列挙された理由は完全に中国の

『著作権法』の規定に基づくものである。項維仁は、一審法廷弁論時、中国の『著作権法

』第２２条の規定に明確に基づいて、控訴人の彭立沖の行為が模写ではなく、不法コピー

であると主張した。彭立沖も中国の『著作権法』に基づいてその行為について弁論を行い

、つまり双方の当事者は、いずれも中華人民共和国著作権法を引用した。したがって、双

方の当事者がすでに本事件が適用すべき法律について選択しているため、本事件では、『

中華人民共和国著作権法』を適用すると認定できる。23 

 

本事件では、法院は、『渉外民事関係法律適用法』第４８条における知的財産権の帰

属と内容に関する法律適用規則を回避し、第５０条における知的財産権の侵害責任に関す

る法律適用規則を直接引用し、当事者の黙示選択を理由に、中国の著作権法を適用するこ

とを認定した。『＜中華人民共和国渉外民事関係法律適用法＞の適用に関する最高人民法

院の若干の問題の解釈（一）』第８条には、各当事者が同じ国の法律を引用し、かつ法律適

用異議を申し立てていない場合、人民法院は当事者がすでに渉外民事関係適用の法律につ

いて選択したと認定することができると規定されている。該司法解釈と第５０条の理解を

組み合わて参照すると、「当事者は、侵権行為発生後に合意により法院所在地の法律を選

択する」という結論を確実に得ることができる。しかし、第５０条は、知的財産権の侵害

責任に対するものに過ぎない。知的財産権の侵害事件については、知的財産権の帰属、内

容と侵害責任は異なる問題に属し、論理的に権利の帰属と権利の内容を認定してから、侵
                                                             
23 （２０１５）京知民終字第１８１４号民事判決書。 
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害責任を判定することができる。しかし、本事件法院は、これを分割しておらず、帰属、

内容、侵害責任の法律適用問題を併せて第５０条で統一的に解決しており、法的根拠上に

妥当でない可能性がある。したがって、本事件の判決を批判する学者もいる24。 

 

しかし、「保護が請求された地」を保護提供が請求された国と理解すれば、本事件の

法律適用の説得過程を円滑にすることができる。原告の関連著作物が中国に発表されたた

め、中国は、その権利発生地であるため、第４８条に基づいて中国著作権法を適用して著

作権の帰属を確立した。そして、本事件の侵害行為がロシアとドイツで発生したため、ロ

シアとドイツは、侵害行為地であるが、第５０条と司法解釈第８条の規定によると、各当

事者がいずれも中国著作権法を引用して異議を申し立てていないため、当事者が侵権行為

発生後に法院所在地の法律すなわち中国著作権法を選択したと認定することができる。し

たがって、最終的に中国著作権法を適用して本事件を審理すべきである。 

 

（二）「ペッパピッグ」事件 

 

「ペッパピッグ」著作権侵害事件では、北京インターネット法院の判決は以下のとお

りである。『中華人民共和国渉外民事関係法律適用法』（以下、渉外法律適用法と略称する

）第２条には、「渉外民事関係に適用する法律は、本法に従って確定される。その他の法

律が渉外民事関係の法律の適用について別途特別の規定を置く場合には、その規定に従う

」と規定されている。『中華人民共和国著作権法』以下、著作権法と略称する）第２条第

２項には、「外国人、無国籍人の著作物がその著作者の所属国若しくは恒常居住地国と中

国との間に締結された協議、又は共に加盟している国際条約により享有される著作権は、

本法による保護を受ける」と規定されている。本事件では、中国とイギリスはいずれもベ

ルヌ条約の加盟国であり、自動保護原則に基づき、イギリス主体の著作権は中国で自動的

に中国著作権法の保護を受け、すなわち中国で登録手続きを履行する必要がなく、その著

作物の創作が完了すると著作権が発生し、その著作権の権利帰属（元の権利の帰属を除く

）、権利の内容と侵害責任などの問題について、中国法律を適用して評論する。著作権の

権利帰属問題の確実性を確保するために、著作物の元の権利の帰属が著作物発生国の法律

調整に適用されることを明らかにすべきである。著作物発生国の法律に従って元の権利の

帰属を確定することは、明確であり、安定でもあるため、他の国の法律の異なる規定によ

って変化することはなく、これは、創作者が創作する積極性を激励することに有利であり

、明確な権利者があるため、著作物使用者が許可を求め報酬を支払うことを容易にし、著

作物の異なる国での伝播に有利である。」25 

 

                                                             
24 『中国知的財産権報』に載せた阮開欣の『興味深い問題である渉外著作権侵害の法律適用には意思自治の原則がある

か？』 
25 （２０１８）京０４９１民初１０４５号民事判決書。 
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本事件では、法院の判決は以下のとおりである。『著作権法』第２条は、衝突法規範

であることにより、『渉外民事関係法律適用法』の例外を構成しているため、『渉外民事

関係法律適用法』は、本事件に適用できない。しかし、中国の『著作権法』第２条は、ベ

ルヌ条約第５条からのものである。しかし、前述したように、現在多くの観点では、ベル

ヌ条約第５条は、衝突法規範ではないと考えられている。したがって、『著作権法』第２

条が『渉外民事関係法律適用の特別規定』であるか否かには疑問がある。さらに、『渉外

民事関係法律適用法』が適用されない以上、「著作物の元の権利の帰属が著作物発生国の

法律調整に適用される」ことの法的根拠は何か？したがって、本事件の判決の法律適用に

関する説明には少し残念なことがあるとは言わざるを得ない。 

 

しかし、本事件では、著作物の著作権の帰属が権利発生地の法律を適用することに合

理性があることを意識しており、他の国の法律の異なる規定によって変化することはなく

、これは、創作者が創作する積極性を激励することに有利であり、明確な権利者があるた

め、著作物使用者が許可を求め報酬を支払うことを容易にし、著作物の異なる国での伝播

に有利であることに注意されたい。筆者はこれに完全に賛成する。 

 

 

四、小括 

 

『渉外民事関係法律適用法』における渉外知的財産権民事事件の準拠法適用規則に関

する用語が曖昧であるため、司法実践における適用効果は、理想的ではない。上記論述に

基づいて、筆者は、以下のような解決構想を提供し、れんがを投げて玉を引き寄せる。 

 

第一に、『渉外民事関係法律適用法』における第４８条及び第５０条における「保護

が請求された地」は、保護提供が請求された国、具体的には、権利発生地、権利付与地、

侵害行為地などを指す。保護が請求された地は同時に複数存在する可能性がある。 

 

 

第二に、知的財産権が帰属する「保護が請求された地」については、著作権に対して

権利発生地を優先的に選択すべきであり、特許、商標に対して権利付与地を優先的に選択

すべきである。 

 

第三に、知的財産権の内容と侵害責任の「保護が請求された地」については、侵害行

為地を優先的に選択すべきである。 
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現在、立法及び司法面においていずれも「保護が請求された地」を権威的に解釈して

いない場合に、異なる状況によって「保護が請求された地」を異なると認定しても便宜的

措置である。長期的に見ると、『渉外民事関係法律適用法』を改正したり、関連立法、司

法解釈を公布し、同法の確実性と操作性を高めるべきであり、これは、中国が知的財産権

国際保護の「優先的」を構築することに対して間違いなく積極的な作用を有する。 

 

 

 

 

 

 

 

 唐旌元 
 

 

知財権、民事と商業争議解決および競争法などと、

コンプライアンス、商業契約書、データ保護などの

仕事には豊富な経験がある。数多くの国際知名企業

と協力したことがあり、全国各地で数十件の知財権

と民事訴訟に関する重大的な案件を代理したことが

ある。ネットゲーム、映画とドラマ、スポーツ試合、

アニメ、バラエティなど業界にも全面的な研究があ

り、コンプライアンスに関する提案を提示できる。 
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最近、永新知的財産権は、米国シックス・コンチネンツホテルズグループの北京知的

財産権法院で審理された民事訴訟を代理して二審で勝利を得た。湖北のある公司は、「金鳳

クラウンホテル」を開設したため、シックス・コンチネンツホテルズグループに法院に訴

えられ、北京市海淀区人民法院は、先期の一審判決で湖北のある公司がシックス・コンチ

ネンツホテルズグループの登録した「皇冠假日酒店（クラウンプラザホテル）」、「Ｃｒｏｗ

ｎｅ Ｐｌａｚａ」の商標を侵害したと認定し、湖北のある公司は、北京知的財産権法院

に控訴した。 

 

 事件の事実 

 

１９９５年から、シックス・コンチネンツホテルズグループは、世界的に有名なホテルブラ

ンド「クラウンプラザ」を中国に引き入れ、中国商標局の審査により「皇冠假日酒店」、「Ｃｒｏ

ｗｎｅ Ｐｌａｚａ」などの一連の商標を登録しており、該一連の商標をホテルサービスを含む

商品又はサービスに使用するように指定している。シックス・コンチネンツホテルズグループの

「クラウンプラザ」ブランドホテルは、そのサービスの品質と広範な宣伝で中国消費者の広範な

認可と賞賛を得た。 

 

金鳳クラウンホテルは、２０１２年１月１６日に設立され、開業日からホテルサービスにお

いて「金鳳皇冠大酒店（金鳳クラウンホテル）」、「Ｇｏｌｄｅｎ Ｐｈｏｅｎｉｘ Ｃｒｏｗｎ 

Ｐｌａｚａ Ｈｏｔｅｌ」の標識と名称を使用している。したがって、シックス・コンチネンツ

ホテルズグループは、該ホテル、その本社及び予約サイトとしてのチューナーを北京市海淀区人

民法院に一括して訴えた。 

 

海淀法院は、審理した後に一審判決を下し、シックス・コンチネンツホテルズグループの主

張をサポートしており、被告が「金鳳皇冠大酒店」などの標識と名称を使用することが商標権侵

害を構成したと認定し、被告ホテルが「金鳳皇冠大酒店」という文字を含む会社名を登録し使用

することが不正競争を構成したと認定した。一審では、被告はシックス・コンチネンツホテルズ

グループに人民元２００万元及び関連する維権支出などを賠償したと判決した。 

 楊寧 
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金鳳クラウンホテル（後に楚悦ホテルと改名された）は、一審判決を不服として、北京知的

財産権法院に控訴した。 

 

 控訴主張 

 

控訴では、控訴人は、そのホテルの名称及び標識に「金鳳」という２つの文字（Ｇｏｌｄｅ

ｎ Ｐｈｏｅｎｉｘ）を追加することが、楚人が鳳を崇拝する風習に由来し、かつその英語「Ｃ

ｒｏｗｎ」が原告の英語商標の「Ｃｒｏｗｎｅ」よりも１つの文字少ないため、控訴人の「金鳳

皇冠大酒店」、「Ｇｏｌｄｅｎ Ｐｈｏｅｎｉｘ Ｃｒｏｗｎ Ｐｌａｚａ Ｈｏｔｅｌ」の標識

及び名称がシックス・コンチネンツホテルズグループの登録商標「皇冠假日酒店」、「Ｃｒｏｗｎ

ｅ Ｐｌａｚａ」と近似していないと主張した。 

 

また、控訴人は、その文字商標が登録に成功した図形商標と併用されており、該図形商標と

シックス・コンチネンツホテルズグループの図形ロゴとの区別が顕著であるため、消費者が図形

商標により両者のホテルを区別できると主張した。 

 

控訴人はさらに、一審法院が商標権侵害と不正競争を同時に認定したことが、同一行為に関

する二重認定であり、法律適用の誤りであると主張した。 

 

最後に、控訴人は、疫病がそのホテル経営に与える影響を十分に考慮し、侵害が成立しても

賠償金額を下げるべきであることを二審法院に求めた。 

 

 二審法院の判決 

 

二審法院の判決は以下のとおりである。被疑侵害標識における中国語標識には関連商標「皇

冠假日酒店」における顕著な部分「皇冠（クラウン）」が含まれており、英語部分における「Ｃ

ｒｏｗｎ Ｐｌａｚａ」は、関連商標「ＣＲＯＷＮＥ ＰＬＡＺＡ」と近似している。被疑侵害

標識と関連商標がいずれもホテルサービスに使用され、関連公衆であれば一般的な注意力をかけ

ても関連標識全体に存在する微細な違いを判断することができなくため、消費者がサービスの出

所を誤認するか又は経営者間に使用許可、関連企業などの特定の関連があると考えられることを

招きやすいため、関連商標専用権を侵害する行為に該当する。 

 

控訴人は、「金鳳皇冠（金鳳クラウン）」が荊楚地区の文化習慣を示し、全体的な使用に属し、

関連公衆にそれを関連商標と区別するのに十分であると主張した。しかし、混同判定は、関連大

衆の一般的な注意力を基準とする。被疑侵害標識の使用分野は、ホテルサービスであり、関連消

費者は、被疑侵害標識に面する場合、明らかに、控訴人のいう意味と結びつけにくく、該標識が

関連商標と近似している場合、消費者がサービスの出所を誤認しやすいため、控訴人の該主張は、
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成立しない。 

 

控訴人が金鳳クラウンという図形商標を取得したと主張したが、被疑侵害標識には「クラウ

ン」及び「鳳凰」要素の図形と、漢字「金鳳皇冠大酒店」と、英語「Ｇｏｌｄｅｎ Ｐｈｏｅｎ

ｉｘ Ｃｒｏｗｎ Ｐｌａｚａ Ｈｏｔｅｌ」とが含まれている。該図形商標で表された意味及

び中英語文字の内容を組み合わせ、全体的に被疑侵害標識と関連商標とを比較することは、被疑

侵害標識と関連商標との間に緊密な関係を備えることを関連消費者に誤認させやすいため、サー

ビスの出所に対して混同させる。したがって、被疑侵害標識には控訴人自身の登録商標が含まれ

ているが、混同のおそれの成立を阻害することができず、該控訴主張も成立しない。 

 

控訴人は、一審判決では同一行為に対して商標権侵害及び不正競争の評価を行うことが重複

評価であると主張した。本事件の商標権侵害認定では、被疑侵害標識は、控訴人が具体的に経営

するホテルサービスに使用され、不正競争認定における標識は、控訴人のホテル自身の企業名に

使用される。すなわち、控訴人のホテルは、関連標識に対して２種類の異なる使用行為が存在し、

一審判決では２つの行為に対してそれぞれ定性を行い、認定することは、正確である。 

経済損失については、事件の証拠は、シックス・コンチネンツホテルの実際の損失又は楚悦

ホテルの違法所得を証明できず、一審法院は、関連商標の知名度、控訴人の主観的悪意、被疑侵

害標識の控訴人ホテル経営における具体的な使用方法などの要素を総合的に考慮して経済損失

の額を人民元２００万元と確定し、かつシックス・コンチネンツホテルが提出した公証費領収書

と弁護士費領収書に基づいて、公証費人民元１７２００元、弁護士費人民元１０万元を適宜サポ

ートする。上記の額はいずれも合理的な範囲にあり、不当がなく、二審法院は維持した。 

 

 事件を調査処理する心得 

 

この事件は、ホテルサービスにおける商標使用と異なる商標間の近似問題をどのように定義

するかに関する典型的な事件である。 

 

現実には、ホテル名は、消費者がホテルのサービス源を識別する最も重要なツールである。

業界慣例として、チェーンホテルの名は、「ホテルブランド＋パートナー名又は地名」など、ホ

テルブランドと他の文字とを組み合わせて構成されることが多い。したがって、侵害者が権利者

のホテルを模倣する際には、権利者ブランドとまったく同じ商標を単独で使用するのではなく、

権利者ブランド名に他の文字を追加することが多い。法院に訴えられると、侵害者は、常に、彼

らが使用する商標に他の文字が追加されたため、権利者の商標と近似しないと主張する。また、

侵害者は、通常、彼らのホテル名に対して市場監督管理機関で企業名登録を行い、この企業名登

録を侵害抗弁の理由とする。法院がこのような抗弁を信用して採用しないように説得するために、

権利者と彼らの代理弁護士は、味方が先行する権利を享有し、味方の商標が高い知名度を有し、

侵害者が悪意を有することを証明するために、より多くの努力を払う必要がある。 
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消費者の実際の混同を反映したコメントを予約サイト上で見つけることができれば、このよ

うなコメントは、往々、混同要件を証明する好ましい証拠である。 

 

このような事件では、商標権侵害と不正競争を正確に区別する必要があることは非常に重要

である。商業経営において同一又は近似した標識を単独で、又は強調して使用するのは、商標権

侵害の管轄分野であり、侵害標識を含む企業名を登録したり、該企業名の全称を規範的に使用し

たりする場合には、反不正競争法を適用して処理すべきである。 

原告の商標の高い知名度と被告の悪意を十分に証明することは、より高い賠償額を得

るのに役立つ。また、被告自身のその価格、営業、利益に関する広告宣伝を賠償金額の計

算の基礎として使用することができる。業界平均利益率の統計データ又は同業種類似経営

者の利益率を参照して、原告が主張する損害賠償金額及びその計算方式をさらに強固にす

ることも可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 楊寧 
 

 

2008年に対外経済貿易大学国際法学科を卒業し、修士の学位を

取得した後、永新専利商標代理有限公司に加入して知財権に関

する仕事を始まる。その後、米国シカゴケント法学院へ研修に

行って、LLM学位を獲得したことである。 

商標、反不正競争、著作権関連の民事および行政訴訟、行政法

執行、税関保護、知財権及び商業契約、ドメイン名クレーム、

企業の知財権戦略設計、企業コンプライアンスなどの法律業務

に専念する。 

代理した案件は 2014年度河南裁判所の知財権トップ 10の典型

的な判例、『知識産権報』による 2014年度国民の関心度が最も

高いトップ 10案件、中華商標協会の 2014～2015年度優秀な判

例などの栄誉を獲得したことがある。北京市西城区弁護士協会

より 2014年から 2018年まで西城区優秀青年弁護士にも選ばれ

たことである。 

2017年 6月、トランプ中国の商標保護状況について米国 NPR放

送会社の記者のインタビューを受けたことがある。 
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